
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　上告費用は上告人の負担とする。

　　　　　　　　　理　　　　由

　論旨は、本人の委託によるも第三者による記名・調印は許さないと主張するが、

戸籍法施行規則六二条によれば、戸籍届書には、代書を許すものであること明らか

である。調印についても第三者が本人の委託によつてなすことは許さるべきものと

解するを相当とする。なお、養子縁組届書に届出人の氏名が、代書された場合にそ

の事由の記載も欠くも、その届出が受理された以上縁組は有効に成立するものと解

すベきである（大審院民事判例集一五巻一二九〇頁参照）。論旨は採るを得ない。

　よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。
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